
  

発議案第２号 

 

   天理市政治倫理条例の一部改正について 

 

標記の件につき、別紙のとおり地方自治法第112条及び天理市議会会議規則

第14条第１項の規定により提出する。 

  平成29年６月22日提出 
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天理市政治倫理条例の一部を改正する条例 

 天理市政治倫理条例（平成23年３月天理市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

 第５条第１項中「及び議員の配偶者」を「若しくは議員の配偶者若しくは１

親等の親族」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の天理市政治倫理条例の規定は、

この条例の施行の日以後に任期が開始する市長等及び議員である者に適用する。 

 


